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このレポートを最大限吸収するための準備運動

京都総合法律事務所

 契約書には何が記載されているか理解していますか？

 契約書を作成するまでの経過を意識したことはありますか？

 何のために契約書を作成するのでしょうか？



本日のテーマ

京都総合法律事務所

1. 契約とは何か

2. 何のために契約書を作成するのか

3. どのような契約書を作成すれば良いのか

4. どのように作成すれば良いのか

5. いつから契約書作成を開始すれば良いのか

6. ここまでの整理に代えて

7. 契約書のチェックポイント

8. 本日の復習



１．契約とは何か

京都総合法律事務所

Q. そもそも契約とは？

Q. どんな内容でも良い？

A. 権利と義務を発生させる約束

A. 何人も、法令に特別の定めがある場合を

除き、契約をするかどうかを自由に決定する

ことができる。 （民法521条1項）

契約の当事者は、法令の制限内において、

契約の内容を自由に決定することができる。

（民法521条2項）



１．契約とは何か

京都総合法律事務所

Q. 契約はどのように成立する？

Q. 口約束は無効？

A. 契約は、契約の内容を示してその締結を

申し入れる意思表示に対して相手方が承諾を

したときに成立する。 （民法522条1項）

A. 契約の成立には、法令に特別の定めがあ

る場合を除き、書面の作成その他の方式を具

備することを要しない。 （民法522条2項）



２．何のために契約書を作成するのか

京都総合法律事務所

Q. 何のために契約書を作成する？ A. 契約の内容を明確にするため。

契約の内容とは… 6W1H+D

Why 何のために

Who 誰が

Whom 誰に対し

What どのような権利（義務）が生じ

When それをいつ

Where どこで

How どのように履行するか

Default 不履行の場合はどうなるか



２．何のために契約書を作成するのか

京都総合法律事務所

Q. 契約の内容が不明確だとどう

なる？

Q. 法律、ガイドライン、判例・裁判

例、取引慣行が、自社の利益と

バッティングする場合はどうなる？

A. 法律、ガイドライン、判例・裁判例、取引慣

行、信頼、パワーバランス等に基づいて解決

を試み、解決しない場合、裁判に至る。

A. 契約前なら… 民法521条1項、2項

契約後は… 自社に不利益な結果が発

生しないことを祈るしかない。



２．何のために契約書を作成するのか

京都総合法律事務所

Q. 信頼で解決すれば良いのでは？ A. 結果を予測できず、持続可能でない。

取引の相手を信頼することは大切。しかし、

信頼は相手方を拘束するものではない。相手

方の任意・善意に期待している状態に過ぎず、

どのような結果になるかわからない。

出たとこ勝負の属人的な解決方法に、会社

と自分の命運を委ねることは、経済活動とし

て持続可能ではない。



２．何のために契約書を作成するのか

京都総合法律事務所

Q. 会社間のパワーバランスは、現

場レベルでどうすることもできない

のでは？

A. 法律と合意の優劣

契約自由の原則、つまり、原則として法律よ

り合意内容が優先する。

社内を説得する方が楽かもしれない。しかし、

歪な契約を積み重ねることは本当に自社の

利益になるのか。将来にツケを残す契約は持

続可能か。

私達の会社を守るのは私達一人一人



京都総合法律事務所

Q. 契約書が重要だということは良

くわかった。では、どのような契約書

を作成すれば良い？

A. 契約書は、単に取引があることを確認す

るためだけのものではない。

契約書の真の目的

☑ 権利義務の可視化

→ 権利の保全、責任の限定

☑ トラブル解決の指針の明示

→リスクの予測、対応策の検討

☑ 合意内容の証拠

３．どのような契約書を作成すれば良いのか

徹底的に意識すべき6W1H+D

Why 何のために

Who 誰が

Whom 誰に対し

What どのような権利（義務）が生じ

When それをいつ

Where どこで

How どのように履行するか

Default 不履行の場合はどうなるか



４．どのように作成すれば良いのか

京都総合法律事務所

Q. 契約書の真の目的も理解した。

では、どのように作成すれば良い？

A. 契約書作成・チェックの鉄則

☑ ドラフトは当方で準備せよ！

☑ 「とりあえず」を活用せよ！

☑ 抽象的な条項を具体化せよ！

☑ リスクを徹底的に排除せよ！



４．どのように作成すれば良いのか

京都総合法律事務所

Q. なぜドラフトは当方で準備しな

ければならない？

A. ビハインドから始まる試合の難しさ

具体的には…

⚠ 土俵を再設定する労力

⚠ 心理的障壁（Door in the face）

⚠ リスク・トラップが見極められない

⚠ 修正の方向性がわからない

主導権を握れ！



４．どのように作成すれば良いのか

京都総合法律事務所

Q. ドラフトはどのように準備すれ

ば良い？

A. ドラフト作成のホップ・ステップ・ジャンプ

ホップ 自社のひな形の内容を理解する。

ひな形には自社のナレッジが集積されている（はず）

ステップ ひな形と合意内容とのズレを

把握し、分析する。

ひな形は万能ではない。合意内容も無欠ではない。

ジャンプ ズレを正しく修正する。

ひな形は必ず正しく修正する。



４．どのように作成すれば良いのか

京都総合法律事務所

Q. 「とりあえず」を活用するとはど

ういうこと？

A. 法律制定の場面で、素案から一度も修正

されないまま可決されることは稀ではない。

社内のプロジェクトの企画でも、無風のまま

当初の案が採用されたり、まわりまわって当

初の案に戻ったりすることは無いですか？

日常生活でも、「とりあえずこうしておこう」が

そのまま本決まりになることは無いですか？

「とりあえず」の魔力を有効活用する。



４．どのように作成すれば良いのか

京都総合法律事務所

Q. 条項はどこまで具体化すれば

良い？

A. 6W1H+Dを徹底的に意識する。

徹底的に意識すべき6W1H+D

Why 何のために

Who 誰が

Whom 誰に対し

What どのような権利（義務）が生じ

When それをいつ

Whrer どこで

How どのように履行するか

Default 不履行の場合はどうなるか



４．どのように作成すれば良いのか

京都総合法律事務所

Q. 具体化しきれない条項にはどの

ように備えれば良い？

A. 契約締結交渉で備える。

適用される条項に疑義が生じた場合、裁判

では、契約締結交渉の内容や状況から当事

者の合理的な意思を推認する。

そのため、交渉の状況をできる限り証拠化

することが有用。逐一証拠化する必要は無く、

証拠化すべきでないものもあるが、核となる

部分は必ず証拠化する。

契約書と同じくらい交渉が重要



４．どのように作成すれば良いのか

京都総合法律事務所

Q. どのようにすればリスクを排除

できる？

A. リスク排除の２ステップ

① 契約がこじれた場合に、どのような屁理屈

を述べれば責任を転嫁できるかを相手方

に成り切ってブレストする。

② それらの屁理屈全てを契約書だけで解決

できるか、二義を許さない（自社に不利な

解釈をする余地がない）条項となっている

かを相手方に成り切って検証する。



５．いつから契約書作成を開始すれば良いのか

京都総合法律事務所

Q. 合意内容を書面に落とし込む作

業が契約書作成では？合意内容が

固まってから開始するのでは？

A. ここまでにお伝えしたことのうち、特に重

要な３つ

契約書の真の目的

契約書作成の鉄則

徹底的に意識すべき6W1H+D

を、契約締結交渉の初期段階から意識し、契

約書作成を開始する。それにより、交渉の指

針が明確になり、リスクの解像度も高まる。



６．ここまでの整理に代えて

京都総合法律事務所

契約書作成は、ルールを創造するというクリエイティブで楽しい作業。条項一つ

一つが自社の未来を創っていく。

契約書は、自社のアイディアを商品・サービスとして開発し、営業活動によって

顧客に価値を認めてもらった成果が詰まった自社の血と汗と涙の結晶。

その契約書をおざなりなものとすることは、自社ひいては自分自身に対する裏

切り・過小評価と同じ。

契約締結交渉や契約書作成作業は時としてハード。屈しそうになったら、契約

書の背後にいる自社の仲間と自分の顔を思い浮かべてほしい。

契約書は、自社とあなたを守る最後の砦



７．契約書のチェックポイント ＜秘密保持契約書＞

京都総合法律事務所

受領サイド

管理コストを可能な限り小さくしたい。

秘密保持の対象となる情報の範囲
を狭く、取扱方法を緩くしたい。

賠償の範囲を狭くしたい。

提供サイド

情報漏洩を可能な限り防止したい。

秘密保持の対象となる情報の範囲
を広く、取扱方法を厳しくしたい。

賠償の範囲を広くしたい。

Ｗｈｙ

Ｈｏｗ

Ｄｅｆaｕｌｔ



７．契約書のチェックポイント ＜秘密保持契約書＞

京都総合法律事務所

受領サイド（乙）

本契約における秘密情報とは、甲又は
乙から相手方に対し、書面又は電磁的
方法によって直接に提供又は開示され、
かつ、秘密である旨を書面又は電磁的
方法によって明示された情報をいう。

▶ 甲のチェックポイント

開示手段や明示の有無で秘密情報とな
らない情報が生じるがそれで良い？

提供サイド（甲）

本契約における秘密情報とは、情報提
供・取得の手段にかかわらず、甲の技術
上又は営業上の情報、本契約の存在及
び内容その他甲に関する一切の情報を
いう。

▶ 乙のチェックポイント

秘密情報となる情報の範囲はこれで良
い？

秘密情報の定義と範囲



７．契約書のチェックポイント ＜秘密保持契約書＞

京都総合法律事務所

受領サイド（乙）

乙は、本件契約の目的のために必要
な範囲において秘密情報を提供又はそ
の取扱いを委託することができる。

▶ 甲のチェックポイント

提供・委託される範囲はこれで良い？

提供先・委託先が漏洩するおそれが無
いことをどうやって担保する？

提供サイド（甲）

乙は、甲の書面による事前の承諾が無
い限り、秘密情報を第三者に提供又はそ
の取扱いを第三者に委託してはならない。

▶ 乙のチェックポイント

業務遂行上当然に想定される提供・委託
も書面による事前の承諾を要することに
なるがそれで良い？

第三者提供・委託の可否



７．契約書のチェックポイント ＜秘密保持契約書＞

京都総合法律事務所

受領サイド（乙）

甲及び乙は、相手方に提供され、又は
開示された秘密情報について、本取引
の目的以外には使用しないものとする。

▶ 甲のチェックポイント

秘密保持義務の内容はこれで具体的な
ものといえる？

「ものとする」条項で良い？

提供サイド（甲）

情報を受領した当事者は、相手方の秘
密情報を他の情報と分離して取扱い、秘
密情報の取扱権限者を予め相手方に書
面又は電磁的方法により通知するととも
に、当該者以外の者が秘密情報を取り
扱わないことを誓約する。

▶ 乙のチェックポイント

過分な負担となっていない？

秘密保持義務の内容



７．契約書のチェックポイント ＜業務委託契約書＞

京都総合法律事務所

受託者

受託する業務を自社に対応可能な
ものとしたい。追加変更については
工数に見合った費用を請求したい。

委任契約・準委任契約に寄せてい
きたい。

賠償の範囲を狭くしたい。

委託者

委託する業務が自社の目的に適っ
たものとしたい。追加費用はできる
限り発生しないようにしたい。

請負契約に寄せていきたい。

賠償の範囲を広くしたい。

Ｗｈｙ

Ｈｏｗ

Ｄｅｆaｕｌｔ



７．契約書のチェックポイント ＜業務委託契約書＞

京都総合法律事務所

受託者（乙）

前項の指示は書面又は電磁的方法により行う。
当該指示に対し、乙が追加の指示又は資料の
提出を求めた場合において、乙の指定する日ま
でに甲が追加の指示又は資料の提出をしない場
合、乙は自己の裁量により本件業務を遂行でき、
乙の遂行結果を甲の指示内容とみなす。

▶ 甲のチェックポイント

甲の対応が遅れた場合、乙のやりたい
放題になるがそれで良い？

委託者（甲）

乙は、甲の指示に基づいて本件業務を
実施する。

▶ 乙のチェックポイント

甲の指示は口頭でも良い？

指示の内容が不明確又は過分な負担と
なる場合はどうする？

業務の実施方法



７．契約書のチェックポイント ＜業務委託契約書＞

京都総合法律事務所

受託者（乙）

乙の責に帰すことの出来ない事由に
よって本契約の実施期間を延長する場
合、その延長期間に対応する報酬は発
生しない。

▶ 甲のチェックポイント

不可抗力の場合もこれで良い？

委託者（甲）

甲の責に帰すことの出来ない事由に
よって本契約の実施期間を延長する場
合、その延長期間に対応する報酬は発
生しない。

▶ 乙のチェックポイント

不可抗力の場合もこれで良い？

実施期間を延長する場合の
追加報酬



７．契約書のチェックポイント ＜業務委託契約書＞

京都総合法律事務所

受託者（乙）

乙は、自己の責任と負担で本件業務
の全部又は一部を第三者に委託するこ
とができる。

▶ 甲のチェックポイント

再委託先の氏素性が不明で良い？

秘密情報の漏洩リスクに対応できる？

全部丸投げもOK？

委託者（甲）

乙は、予め甲の書面による承諾を得な
ければ、本件業務の一部を第三者に委
託することができない。

▶ 乙のチェックポイント

いちいち甲の書面による承諾を得る必要
があると業務遂行が遅れるのでは？

再委託



７．契約書のチェックポイント ＜取引基本契約書＞

京都総合法律事務所

買主

期待した商品を継続的に安定供給
される地位を確立したい。

個別契約の成立、納品、返品等を
買主がコントロールしたい。

賠償の範囲を広くしたい。

売主

出荷した商品を継続的に安定的に
購入される地位を確立したい。

個別契約の成立、納品、返品等を
売主がコントロールしたい。

賠償の範囲を狭くしたい。

Ｗｈｙ

Ｈｏｗ

Ｄｅｆaｕｌｔ



７．契約書のチェックポイント ＜取引基本契約書＞

京都総合法律事務所

買主（乙）

個別契約は、甲が、乙による注文書を
受領した日から甲の５営業日以内に、乙
に対し、注文を受けられない旨の連絡を
しなかった場合、当該営業日が経過する
日に成立する。

▶ 甲のチェックポイント

何らかの理由により連絡がつかないこと
もあり得るのでは？

売主（甲）

個別契約は、甲が発送又は発信した注
文請書が乙に到達したときに成立する。

▶ 乙のチェックポイント

注文請書が届かなければ個別契約は成
立しないがそれで良い？

個別契約の成立時期



７．契約書のチェックポイント ＜取引基本契約書＞

京都総合法律事務所

買主（乙）

本件商品の引渡しは、乙による検収に
合格した時点とする。

▶ 甲のチェックポイント

乙の検収に時間が遅れて商品の品質が
落ちた場合にまで責任は取れないので
は？

売主（甲）

本件商品の引渡日は、乙が当該商品
を受領した日とする。

▶ 乙のチェックポイント

期待した商品で無い場合は引渡完了に
したくないのでは？

納品・検収の取扱い



７．契約書のチェックポイント ＜取引基本契約書＞

京都総合法律事務所

買主（乙）

ただし、期間満了の日の３か月前まで
に甲乙のいずれからも書面による通知
が無いときは、本契約と同一条件にて更
に１年間継続されるものとし、以後も同
様とする。

▶ 甲のチェックポイント

通知期間は十分？
同一条件の更新で良い？

売主（甲）

本契約の有効期間は、〇年〇月〇日

より１年間とする。ただし、甲乙協議のう
えで本契約を継続することができるもの
とする。

▶ 乙のチェックポイント

協議が調わないと契約が終了することに
なるがそれで良い？

契約の更新



７．契約書のチェックポイント ＜取引基本契約書＞

京都総合法律事務所

買主（乙）

甲又は乙は、相手方の責めに帰すべ
き事由によって生じた全ての損害（予見
すべき事情によって生じた損害、間接損
害、逸失利益、人件費及び合理的な弁
護士費用を含み、これらに限られない。）
を賠償しなければならない。

▶ 甲のチェックポイント

損害賠償の範囲は広すぎない？

売主（甲）

甲又は乙は、相手方の責に帰すべき事
由によって現実かつ直接に生じた通常
の損害（予見すべき事情によって生じた
損害や逸失利益を除く。）を賠償するも
のとする。

▶ 乙のチェックポイント

損害賠償の範囲は狭すぎない？

損害賠償



Q. 契約書の真の目的とは？

Q. 契約書作成の鉄則とは？

Q. 徹底的に意識すべき6W1H+Dとは？

Q. 契約書のチェックポイントで何をどのように守る？

京都総合法律事務所

８．復習



京都総合法律事務所



京都総合法律事務所



京都総合法律事務所

企
業
・
経
営
者
様
の
た
め
の

〈
組
織
防
衛
、
労
務
、
契
約
、
知
財
、
事
業
承
継
、
資
金
調
達
〉

リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト
プ
ラ
ン
の
ご
案
内



京都総合法律事務所

弁護士 野 﨑 隆 史

TEL     075-256-2560
FAX    075-256-2561
mail  nozaki@kyotosogo-law.com

京都総合法律事務所


